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自己紹介 

藤田孝典（ふじたたかのり 1982 年生まれ） 

首都圏で生活困窮者支援を行うソーシャルワーカー。 

生存のためのコロナ対策ネットワーク共同代表。 

聖学院大学心理福祉学部客員准教授。NPO 法人ほっとプラス理事。反貧困ネットワーク埼

玉代表。ブラック企業対策プロジェクト共同代表。厚生労働省社会保障審議会特別部会委員

（2012 年）。 

著書に『棄民世代』（SB 新書 2020）『中高年ひきこもり』（扶桑社 2019）『貧困クライシス』

（毎日新聞出版 2017）『続・下流老人』『下流老人』（朝日新聞出版 2015・2016）『貧困世

代』（講談社 2016）など。 

 

以前から高い相対的貧困率と多い生活困窮者 

日本の相対的貧困率 １５.７％（厚生労働省 2017） 

生活保護基準以下で計測した保護基準以下の人員 ２３.３％（朝日新聞 2016） 

 

高齢者、年金生活者の貧困 

65 歳以上の相対的貧困率 １９.４％（OECD 2015） 

単身高齢男性 ３８.３％ 単身高齢女性 ５２.３％（内閣府 2010） 

生活保護対象の世帯数は１６２万５９２２世帯（2016 年 6 月時点）のうち、６５歳以上の

高齢者世帯は８３万２５２５世帯で、全体の約５１％。 

毎月の老齢年金（国民年金および厚生年金）の月額分布を見てみると、全体の約６～７割の

高齢者が月額１０万円未満の年金しか受給できていない 

高齢者の就業率は、フランスで２．２％、ドイツで５．４％、イギリスで９．５％、アメリ

カで１７．７％。日本は、２０．１％で，フランスの９倍以上。（OECD 2013） 

高齢者世帯では、「貯蓄なし」の世帯と貯蓄１００万円未満の世帯は２４％であり、２００

万円未満の世帯まで入れると３０．３％。（OECD 2013） 

 

社会学者で都留文科大学名誉教授の後藤道夫氏の調査によると「生活保護基準未満世帯に

おける生活保護の捕捉率」は、単身の高齢者世帯で２９．５％、２人以上の高齢者世帯では

１３．５％に過ぎず、「生活保護よりも少ない収入で生活している高齢者の７～８割は、生

活保護を受けられていない」。 

 

若者の貧困、ワーキングプア 

女性を中心に増え続ける非正規労働者。 



 

（内閣府 2014） 

可処分所得が厚生労働省公表の貧困線を下回っている世帯の割合は、母子世帯では 

51.4%、 父子世帯では 22.9%。さらに、可処分所得が貧困線の 50%を満たない「ディー

プ・プア(Deep Poor)」世帯の割合は、母子世帯が 13.3%、父子世帯が 8.6%。 （労働政

策研究・研修機構 2019） 

大学生全体の奨学金利用率（割合）の推移 

平成元年  約 1 2 %  

平成 5 年  約 1 0 %  

平成 1 0 年  約 1 0 %  

平成 1 5 年  約 2 0 %  

平成 2 0 年  約 3 0 %  

平成 2 5 年  約 3 9 %  

平成 3 0 年  約 3 7 %  

（日本学生支援機構） 

 



奨学金を返還する義務を負っている人は約 322 万 9000 人。そのうち 3 カ月以上延滞

している人は 19 万 4153 人。3 カ月以上延滞している人のうち、「無職・失業中また

は休職中」が 18.2％、「非常勤の労働者」が 15.1％。また、年収「300 万円未満」は

83％（日本学生支援機構 2012） 

コロナ禍で 4 月から継続している電話相談会 

7/5 休業補償・解雇・倒産電話相談ホットライン集計結果 

 

●相談概況 

・相談件数 …計 102 件 

 

・相談内容（複数該当含む） 

 →引き続き、会社都合の休業とその補償に関する相談が最も多い（53 件）。 

 →次いで、非正規雇用の雇い止めの問題も継続している（29 件）。 

 

問題分類 件数 

会社の都合による休業 53 

労働者の都合（子どもの休校など）による休業 3 

解雇・雇い止め 29 

会社のコロナ対策の不備（三密など） 0 

その他 25 

 

・雇用形態 

 →非正規雇用者からの相談が多い（計 63 件）。 

非正規比率 61.8％で、非該当や不明を除くとその割合は７割を超える。 

 

雇用形態 件数 

正社員 11 

契約社員 10 

派遣 21 

パート 20 

アルバイト 12 

個人事業主 6 

その他（経営者など） 5 

不明 5 



非該当 12 

 

・産業 

 →小売・飲食店、およびホテルなどの観光業からの相談が多かった。 

産業分類 件数 

小売・飲食 18 

観光・交通 18 

製造業 12 

医療・介護・保育 7 

その他サービス 4 

IT 3 

専門学校・塾 1 

その他 22 

不明・非該当 16 

 

・性別（不明を除く） 

 男性 …55 件 

 女性 …46 件 

 

・年齢（不明を除く） 

 →今回は、数日前に放送されたクローズアップ現代を見た、60 歳代以上の方も増加して

いる。 

 

年代 件数 

10 歳代 1 

20 歳代 6 

30 歳代 9 

40 歳代 13 

50 歳代 20 

60 歳代 21 

70 歳代 20 

80 歳代 1 

 

  



●相談内容の分析 

 

・会社都合の休業 

 →引き続き、休業補償に関する相談が多いが、７月になってもいまだに「これまで一切

手当が支給されていない」というものも数多く散見される。 

 →そのため、「貯金を切り崩して生活している」という相談も多い。 

 →なかには、家賃・電気代 2 ヶ月滞納＋水道代を会社から前借りしているという事例も

あったが、そもそも会社が休業補償を払っていないから。 

 

 →飲食店を中心に、徐々に営業が再開されているところもある。 

→だが、休業中の補償はなく、再開後も、出勤日数を減らされ、働いた分しか給料が出

ない、という都合のいい会社の対応がまかり通っている現状が浮かび上がる。 

 

３１項目の緊急政策提言（岩波書店「世界」6 月号） 

提言 

生存する権利を保障するための３１の緊急提案 

生存のためのコロナ対策ネットワーク 

 

 すべての人の生存保障を実現することなく感染拡大の防止も不可能であるという基本的

認識のもと、以下、提言する。 

 本提言における重要な視点は、第一に日本の社会政策の「平時」からの実施体制が不十分

だということである。日本の福祉は企業中心的に編成されているために、労働者の生活を直

接的に保障する機能が弱い。また、極端なワークフェア政策によって、生活困窮者を遠ざけ

る差別的な構造を持っている。さらに、近年の公務員の削減・非正規化は行政の政策実施体

制そのものを脆弱化させてきたのである。 

第二に、女性、外国人、非正規雇用などあらゆる差別がコロナ危機によってその弊害を増

大させている。既存の社会政策に埋め込まれた差別構造が、生存権の保障を不十分にし、結

果的に感染症対策を困難にしている。 

以下に各論的に述べていくように生存権の保障は実効的で、反差別的なものでなければ

ならない。 

 

■労働・失業対策 

①雇用調整助成金の上限額の引き上げ、全額助成の実施 

 解雇や無給の休業（休業補償無き「自粛」）を防ぐために政府が行なっている雇用調整助



成金の特例措置だが、企業負担があるために利用されていない。企業側がより利用しやすく

するために上限額を引き上げ、全額助成も実施すべきである。 

②労働者側から休業補償を請求する仕組みを作る 

 雇用調整助成金は、企業側が休業補償を実施したのちに、企業が申請し、企業に支払われ

る。雇用調整助成金を請求していない事業所の労働者に国が休業手当を立て替え払いする

など、労働者の意向が反映される仕組みを作る必要がある。 

③労働組合の役割の強化 

 休業補償の実施のためには企業との交渉が必要である。一〇〇％の休業補償を支払（同時

に雇用調整助成金を請求する）うことを求める強力な労働運動が必要である。 

④休業労働者に雇用保険の失業給付を支給する。 

 東日本大震災でも使われた災害時の「みなし失業」を適用し、離職していないが、事業所の休

業・業務縮小で賃金も休業補償ももらえない労働者を、雇用保険の失業給付で救済すべきであ

る。 

⑤失業給付を非正規労働者にも使いやすくする 

 雇用保険の失業給付は非正規労働者には特に使いづらく、受給失業者の割合は小さい。三カ

月の給付制限期間および離職理由による受給資格と給付日数の格差を一定期間適用停止する。 

⑥失業給付日数を最大一二〇日とする災害時特例を適用 

 失業給付には個別に給付日数を延長する制度があり、二〇〇九年には五五万人がその適用を

受けた。東日本大震災時には、通常の個別延長給付にさらに六〇日を加える特例が実施されて

いる。今回も実施すべきである。 

⑦コロナ蔓延を「災害」として認定する 

 災害時には生活環境の確保をはじめ、税と社会保険料の減免猶予、医療窓口負担の免除、事

務手続き簡素化など緊急措置が広く実施される。今回のパンデミックを災害対策基本法、激甚災

害法等の災害として認定し、各緊急措置・特例を発動すべきである。 

 

■住宅 

⑧公的住宅の空き室の住居喪失者への無償提供 

 リーマンショック時に公的住宅（公営・ＵＲ・公社）のストックを活用した先例がある。 

⑨民間の空き家・空き室の借り上げと無償提供 

改正住宅セーフティネット法に基づく「セーフティネット住宅」等を活用し、民間住宅の

空き家・空き室を行政が借り上げて、住居喪失者に無償提供する。災害救助法に基づく「み

なし仮設」制度に準じた制度を導入するべきである。 

⑩ホームレス状態の生活困窮者への居宅移行支援 

 生活保護申請時に住居喪失状態にある場合、劣悪な施設への入所が条件となる運用がな

されている。個室提供を原則とし、速やかな居宅移行を支援する必要がある。 

⑪生活困窮者自立支援制度の住居確保給付金の拡充 



 「常用就職をめざした求職活動等を行なう」という要件が残っており、自営業者、フリー

ランスのアーティストらは事実上、今までの仕事を断念しないと利用できない。求職活動の

要件を外す。資産要件の撤廃、支給期間の延長も必要。 

⑫家賃滞納者への立ち退き行為の一定期間禁止 

 公的住宅では家賃の減免や家賃徴収を猶予できる制度を積極的に活用し家賃滞納者への

立ち退きを禁止する。民間賃貸住宅の家主に対しても追い出し行為を行なわないことを政

府が要請し、家主に損失を補償する制度を新設すべきである。 

⑬追い出し屋規制法の制定 

 現行法でも家賃滞納者を物理的に追い出す行為（自力救済）は違法であるが、より厳格に

禁じるため規制法を制定する。同法案は二〇一〇年に国会上程されたものの不動産業界団

体のロビー活動により廃案になった経緯がある。 

 

■生活保護制度 

⑭申請手続きの大胆な簡素化を進める 

 申請者の感染リスクを低減するためにメールやＦＡＸ・郵送などによる申請受付を幅広

く認めるべきである。必要書類も最低限におさえ、書式を問わず受け付けるべきである。 

⑮資産要件を大幅に緩和する 

 少なくとも一定期間、貯蓄保有額を大幅に引き上げる。自営業者やフリーランスが排除さ

れぬよう自動車の保有要件を緩和する。住宅ローンを抱えている場合でも利用可とする。生

命保険等の保有要件を緩和することなどが求められる。 

⑯要件の一部緩和の周知徹底 

すでに厚生労働省から一部の要件を緩和する事務連絡が出されている。これを現場に徹

底する。生活保護の実施機関が独自の規則で運用している場合も少なくない。 

⑰家族や親族への扶養照会を一律に停止する 

 家族関係に困難を抱える人々にとって、援助可能かどうかを尋ねる扶養照会は、生活保護

の利用をためらう大きな要因となっている。また受給への審査に無駄な労力を発生させる。 

 

■ジェンダー 

⑱あらゆる政策を個人単位の支援という視点で形成 

男性世帯主主義を改め、女性や子どもに届く個人単位の支援という視点から政策が実施

されなわれなければならない。 

⑲ジェンダーの視点からの統計整備 

 実態に即した支援策を立案するため、感染や休業補償の実態などの諸統計の男女別数値

を明らかにする。シェルター利用を円滑に行なえるようその充足率を公表するなど、ジェン

ダー統計に留意する。 

⑳給付金の支給のありかたと方法の改善 



 ひとり親の子どもを対象にした児童扶養手当の増額や、ＤＶ被害者、個人の口座を持たな

い人に配慮した給付方法を取るなど、世帯単位でなく個人に確実に届く方法で行なう。 

21家庭外に安全な場所を確保する 

 ＤＶ被害者が利用しやすいシェルターや、少女や子どもなど虐待・ＤＶの被害者からの相

談窓口の確保、シェルターでの自動的な一時保護開始など家庭外に安全な場所を確保する。 

 

■外国人政策 

22国籍や在留資格を問わない普遍的な生存保障 

 生活保護をはじめ、外国人は様々な社会保障制度から排除されている。今回の事態に関わ

る給付金も外国人を対象にするかどうか自体が検討される状況にある。日本に暮らすすべ

ての外国人を対象とするよう制度改正すべきである。 

23母語や「やさしい日本語」での情報発信の強化 

 感染の拡大状況や医療機関の受診方法、休業時の給料補償、各種の社会保障制度について

外国人が理解できる形での情報発信を強化すること。自治体窓口に通訳を配置して、言語上

のハードルが制度利用の障害とならないことを保障すること。 

24在留資格の制限を緩和する 

 日本で生活する権利を保証し、在留資格に定められている活動に従事していなくとも、在

留資格が失効することなく、当面の間、日本での滞在を許可すること。 

25入管施設に収容されている外国人の仮放免 

 入館施設は典型的な「三密」状態にある。クラスター化する危険性のある入管施設からの

仮放免を認め、収容から解放すること。 

 

■教育・学生 

26格差なきオンライン環境の整備 

大学等のオンライン授業においては、パソコンやインターネット接続環境など学生の情

報環境格差の実態を十分に調査し、環境整備とセットで実施するべきである。 

27学費の延納・分納・減額 

 アルバイトの減少によって、大学等の学費負担が困難となる学生が増加している。各教育

機関は学費の延納・分納・減額の制度を学生に周知するとともに、学生負担がより軽減する

方向で改善すべきである。また、学費延納等を行なう高等教育機関に政府が公的に援助する

ことが望まれる。 

28奨学金返済が困難となった利用者の救済 

 「内定切り」や収入減少によって日本学生支援機構の奨学金返済が困難となる利用者が今

後増加することが予想される。全ての利用者・連帯保証人等に対し、少なくとも一年以上の

期間、無条件に返済を猶予すべきである。 

 



■債務問題 

29債務支払の猶予を定める緊急措置 

 個人、個人事業者及び中小企業の住宅ローンを含む債務支払い猶予を定めた法制度が緊

急に必要である。  

30家賃の支払い猶予・給付金制度の提案 

 個人の場合は、「住宅確保給付金」の活用によって三カ月、最大九カ月の家賃の給付制度

が利用できる。さらにフリーランスの利用を可能とするための運用改善が必要である。個人

事業者、中小企業者には同給付金の仕組みを参考に、休業要請を受けた事業者に限らず収入

減の事業者を対象とした制度の法整備を行なうべきである。 

31個人債務減免の制度 

 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインができている。パンデミックの

影響で失業等により支払困難となったとしても本人に帰責性はなく、少なくとも同ガイド

ライン以上の配慮を伴った債務整理の制度の創設が必要である。 


